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回答

１．社会保険診療報酬が5,000万円以下であり、か

つ、当該事業年度の総収入金額（当該医療法人の

営む医業にかかるものとして政令で定める金額に

限る。）が、7,000万円以下であるときは、医師課

税の特例が適用できる。

医療法人であっても、社会保険診療報酬が5,000万

円以下であり、かつ、当該事業年度の総収入金額が、

7,000万円以下であるときは、その事業年度の所得金

額の計算上、それら給付、医療もしくは助産に係る

経費について、個人と同様の特例が認められていま

す。

すなわち、社会保険診療収入に係る経費の額とし

て、損金に算入される金額は、その支払いを受ける

べき金額を次の（別表）の金額欄に掲げる金額に区

分し、それぞれの金額に対応する率を乗じて計算し

た金額の合計額とすることとされています。

なお、この特例を受けるためには、法人の確定申

告書等に社会保険診療報酬に係る損金算入に関する

申告の記載が必要とされています。

ところで、実際問題として、法人の場合には、個

人に比較すると経営規模が大きく、そのために収入

に対する経費の比率も高くなっております。加えて

個人の場合には、事業主自身に対する給料の支払い

は認められませんが、法人の場合は、経営者に対す

る給料は原則として損金の額に算入されるため、

72％等の損金の額を上回る場合が多く、この特例の

適用を行う法人は少ないのではないかと思われま

す。

しかし、この特例を受ける場合も全くなくはない

ので、その場合には、法人の帳簿書類によって、社

会保険診療報酬に係る損金の額とその他の損金の額

を区分して算定し、社会保険診療収入に係る損金の

額の合計額が（別表）の各率によって計算した金額

の合計額を下回るときは、社会診療報酬に（別表）

の一定率を乗じた金額を社会保険診療報酬の損金の

額として所得金額を求めることになります。

２．それぞれの経費ごとに合理的な基準によって、

自由診療と社会保険診療に区分して計算する。

租税特別措置法第67条の規定は、社会保険診療報

酬に係る実際の損金の額が、同上に定める割合によ

り計算した経費の額に満たないときに適用されるも

のです。この場合の社会保険診療報酬に係る実際の

損金の額とは、法人税法および租税特別措置法の規

定に基づいて計算した当該事業年度の損金の額とさ

れています。したがって、例えば寄附金や交際費が

ある場合には、全体として損金不算入額の計算を行

い、実際に所得金額の計算上損金に算入される寄附

金および交際費の額を算定して、この金額を自由診

療分と社会保険診療分に配賦した上で、実額経費を

算定し、特例経費の額と比較することになります。

そして、この社会保険診療報酬に係る実額が、特

例経費の額に満たない場合に特例を適用するわけで

すが、この場合の申告処理は、当該満たない金額を

確定申告書において損金の額に算入する申告調整を

行うことになります。

ところで、実際の損金の額を計算する場合は、自

由診療と社会保険診療の両方に関連する損金をそれ

ぞれ配賦する必要があります。主な損金についての

配賦基準は、次のとおりです。

敢社会保険診療報酬に係ることが明らかな損金以外

のもの…使用薬価の比、延患者数の比その他当該

費用または損失の性質に応じた合理的な基準によ

り配賦する。

柑貸倒引当金勘定への繰入…当該事業年度終了の時

の貸金の額の比

質問

１．医療法人においても、個人の医者と同様に

社会保険診療報酬に一定率を乗じて算出され

る経費の額を損金とする特例の適用ができる

のでしょうか。

２．当医療法人は、経費の削減を図った結果、

当期、実際に要した経費の額が、租税特別措

置法第67条に定める割合により計算した金額

に満たないと思われますので、特例の適用を

したいと思っています。この場合の、満たな

い金額の計算方法について教えてください。
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法人の社会保険診療報酬の特例

（別表）

率金 額
72％

70％

62％

57％

2,500万円以下

2,500万円を超え3,000万円以下

3,000万円を超え4,000万円以下

4,000万円を超え5,000万円以下


